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車4

は
し
が
き

資

国
際
学
術
研
究
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法
|
日
本
と
緯
国
の
比
較

研
究
を
通
じ
て

i
」
は
、
こ
れ
ま
で
、
五
年
の
間
研
究
を
続
け
て
き
た
。

今
回
、
一
九
九
七
年
度
か
ら
さ
ら
に
三
年
間
の
予
定
で
文
部
省
科
学
研
究

費
の
補
助
を
継
続
し
て
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
研
究
会
の
組
織
は
、

法
哲
学
班
と
経
済
法
班
に
分
か
れ
て
い
る
。
経
済
法
班
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
『
北
大
法
学
論
集
』
四
八
巻
一
号
に
そ
の
概
要
が
一
不
さ
れ
て
い
る
の

で
、
本
稿
で
は
、
法
哲
学
斑
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
今
年
度

は
、
札
幌
に
お
い
て
最
初
の
研
究
会
(
一
九
九
七
年
七
月
二
一
日
)
が
行

わ
れ
、
研
究
報
告
は
三
本
な
さ
れ
た
。
①
徐
元
字
(
ソ
ウ
ル
大
学
校
名
誉

教
授
)
「
発
展
途
上
社
会
の
比
較
分
析
模
型

l
呂
田
聞
の
プ
リ
ズ
ム
模

型
を
中
心
に

l
」
、
①
五
十
嵐
清
(
札
幌
大
学
教
授
)
「
西
欧
法
学
者

が
見
た
日
本
法
」
、
①
石
照
泰
(
京
畿
大
学
校
教
授
)
「
韓
国
民
法
上
の

同
姓
岡
本
禁
婚
制
の
問
題
点
と
そ
の
改
善
」
で
あ
る
。
来
年
二
月
に
は
、

本
年
度
二
回
目
の
研
究
会
を
韓
国
で
行
う
予
定
で
あ
る
。

さ
て
、
今
号
で
公
表
す
る
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
、
以
下
の

ふ
た
つ
で
あ
る
。
①
援
鍾
庫
報
告
は
、
一
九
九
六
年
一

O
月
の
ソ
ウ
ル
で

の
研
究
会
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
現
代
の
韓
国
社
会
に
お
け
る
儒
教
の

機
能
と
役
割
を
、
法
と
社
会
の
実
態
に
即
し
て
実
証
的
に
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
最
近
、
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
で
姦
通
罪
(
刑
法
二
四
一
条
一
項
)

に
対
す
る
合
意
決
定
(
一
九
九

O
年
九
月
一

O
日
)
、
お
よ
び
同
姓
岡
本

禁
婚
制
(
民
法
八

O
九
条
一
項
)
に
対
す
る
違
憲
決
定
(
憲
法
不
合
致
決

定
、
一
九
九
七
年
七
月
一
六
日
)
が
下
さ
れ
、
こ
れ
を
契
機
に
、
韓
国
で

は
儒
教
と
法
と
の
関
係
が
改
め
て
関
わ
れ
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
上
記
③
の
石
報
告
で
扱
わ
れ
て
い
る
石
報
告
は
、

後
に
本
誌
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る

l
。

日
本
で
も
、
儒
教
の
「
宗
教
性
」
を
見
直
す
ベ
だ
と
い
う
議
論
が
あ
る

が
、
こ
の
崖
報
告
は
、
儒
林
(
儒
教
を
信
奉
す
る
集
団
)
の
組
織
で
あ
る

儒
道
会
の
「
宗
教
宣
言
」
を
踏
ま
え
て
、
儒
教
の
宗
教
化
の
意
味
を
問
お

う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
は
、
李
氏
朝
鮮
時
代
を
画
期
と
し
て
、

朱
子
学
が
国
家
の
統
治
理
念
と
し
て
長
く
機
能
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

西
学
と
し
て
退
け
ら
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
が
李
朝
後
期
に
受
容
さ
れ
て
、

今
や
、
そ
の
信
者
の
数
は
、
人
口
の
三
分
の
一
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
、
李
朝
以
前
か
ら
長
く
信
奉
さ
れ
て
き
た
仏
教
や
、
亙
俗
を
中
心
と

し
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
依
然
と
し
て
根
強
い
。
韓
国
の
宗
教
状
況
は
、

ま
さ
に
「
多
宗
教
化
」
し
て
い
る
。
し
か
し
も
う
一
方
で
、
若
い
世
代
の

無
宗
教
化
も
進
行
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
儒

道
会
が
「
儒
教
は
宗
教
で
あ
る
」
と
言
い
切
ら
ざ
る
を
得
な
い
社
会
的
な

意
味
を
、
こ
の
報
告
は
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
現
代
韓
国
に
お
け
る
儒
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教
の
実
態
を
知
る
上
で
は
、
示
唆
に
富
ん
だ
論
稿
で
あ
る
。
な
お
、
本
報

告
は
、
す
で
に
韓
国
で
『
法
制
研
究
』
一
二
号
(
一
九
九
七
)
に
収
め
ら

れ
公
表
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
岡
克
彦
(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
手
)
が

こ
れ
を
翻
訳
し
た
。

①
高
期
龍
論
稿
は
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
報
告
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
本
年
度
か
ら
、
研
究
協
力
者
と
し
て
こ
の
プ

ロ
ジ
工
ク
ト
の
実
質
的
な
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
て
お
り
、
か
っ
、
本
稿
は
、

本
学
法
学
会
で
の
報
告
(
一
九
九
六
年
七
月
一
九
日
)
を
元
に
し
て
、
書

き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
北
大
法
学
論
集
「
編
集
委
員
会
」
と
協
議

し
た
と
こ
ろ
、
論
稿
の
テ

l
マ
か
ら
し
て
、
本
欄
に
載
せ
る
の
が
適
切
で

あ
ろ
う
と
の
了
承
を
得
て
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
橋
は
、

『
成
城
法
学
』
五
三
号

東アジア文化と近代法(7)

「
韓
国
の
法
と
社
会
|
韓
国
人
の
法
意
識

l
」

(
一
九
九
七
年
一
月
)
の
続
編
で
あ
り
、
韓
国
法
の
歴
史
を
簡
潔
に
ま
と

め
て
い
る
。
現
代
韓
国
法
は
、
や
は
り
西
欧
の
法
体
系
に
依
拠
し
て
形
作

ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
と
い
っ
て
も
、
西
欧
法
の
継
受
が
そ

の
中
心
的
な
テ

l
マ
と
な
る
の
で
、
扱
わ
れ
る
時
代
は
、
ど
う
し
て
も
近

世
・
近
代
そ
し
て
現
代
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
西
欧
法

継
受
以
前
の
伝
統
法
、
初
期
の
西
欧
法
継
受
の
動
き
、
植
民
地
時
代
の
法

制
、
解
放
後
の
現
代
韓
国
法
の
法
制
と
い
う
順
序
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
植
民
地
時
代
の
韓
国
法
制
に
つ
い
て
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
お

り
、
韓
国
法
史
学
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
植
民

地
時
代
の
法
制
は
、
完
全
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
今
な
お
韓
国
法
に
息
づ
い
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
影
響
は
、
単

に
、
法
制
に
止
ま
ら
ず
、
法
学
自
体
に
も
及
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

植
民
地
法
制
の
清
算
が
、
解
放
以
来
、
韓
国
法
学
界
の
一
貫
し
た
課
題
で

あ
っ
た
。
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
も
、
法
制
に
対
す
る
歴
史
的
考

察
は
、
韓
国
法
に
と
っ
て
と
り
わ
け
大
き
な
意
味
を
も
っ
。
本
稿
は
、
歴

史
と
い
う
視
角
か
ら
韓
国
法
の
あ
る
姿
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

文
責

今
井
弘
道
・
岡

克
彦
)
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